
 

 

 

観光DX推進のあり方に関する検討会 設置要綱 

 

１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症の影響による観光需要の減少により、観光地は非常に厳しい状況に置かれ

ているところ、このような状況から脱却し、力強い復活を遂げるためには、地域経済の牽引役である観光

産業の強化と観光地域づくり法人（DMO）・地方公共団体による観光地経営の高度化等が重要である。 

一方、観光産業においては、労働集約的な業態から他産業と比較して生産性が低いといった課題を有し

ており、また観光地経営においても、近年における旅行形態や消費者ニーズの変化等への対応の遅れとい

った課題を有するなど、これらの課題解決が必要不可欠となっている。 

そこで、近年、様々なデジタルツール・サービスを利用できる環境が整いつつあり、デジタル技術を活

用する機運が急速に高まっていることから、観光地におけるデジタルトランスフォーメーション（以下

「DX」という。）の推進による課題解決に向けた検討を行うため、「観光DX推進のあり方に関する検討

会（以下、「検討会」という。）を設置する。 

 

２．主な検討事項  

（１）観光DXの推進を通じた観光産業の生産性向上、観光地経営の高度化等に向けた中長期的方策と 

将来ビジョン 

（２）将来ビジョン実現に向けたロードマップ 

（３）その他関連する事項 

 

３．委員等 

（１）検討会の委員は別紙のとおりとする。 

（２）検討会の座長は、互選により決定する。 

（３）座長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 

 

４．庶務 

検討会の庶務は、観光庁観光地域振興部観光資源課が行う。 

ただし、観光庁観光地域振興部観光資源課の監督の下、当該検討会の運営を観光庁から請け負う者が処

理することができる。 

 

５．その他 

（１）前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は座長が定める。 

（２）会議は原則として非公開とする。 

（３）会議資料及び議事概要については原則として公開することとする。ただし、特段の理由があると 

座長が認めた場合は、会議資料の全部又は一部を公開しないことができる。 
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